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　　　　　　　平成20年度土岐市一般会計予算　　同
曽木地区市有林管理特別会計予算　　同下水道事業特
別会計予算　　同交通災害共済特別会計予算　　同国
民健康保険特別会計予算　　同自動車駐車場事業特別
会計予算　　同老人保健特別会計予算　　同介護保険
特別会計予算　　同農業集落排水事業特別会計予算　
　同後期高齢者医療保険特別会計予算　　同病院事業
会計予算　　同水道事業会計予算　　平成20年度土岐
市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算　　同障害者
自立支援認定審査会特別会計予算　　平成19年度土岐
市一般会計補正予算　　同下水道事業特別会計補正予
算　　同国民健康保険特別会計補正予算　　同水道事
業会計補正予算 
　　　　　　　土岐市一般職の任期付職員の採用等に
関する条例の一部改正　　土岐市職員の給与に関する
条例の一部改正　　土岐市職員等の旅費に関する条例
の一部改正　　企業立地の促進等による地域における
産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う
土岐市固定資産税の特例に関する条例　　土岐市手数
料徴収条例の一部改正　　土岐市積立基金条例及び土
岐市立病院使用料、手数料及び利用料徴収条例の一部

改正　　土岐市福祉医療費助成に関する条例の一部改
正　　土岐市国民健康保険条例の一部改正　　土岐市
介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正　　土
岐市後期高齢者医療に関する条例　　土岐市企業立地
促進条例の一部改正　　土岐市水道事業給水条例の一
部改正　　土岐市立小中学校設置に関する条例及び土
岐市立幼稚園条例の一部改正 
　　　　　　附帯控訴の提起　　市道路線の認定 
　　　　　　　人権擁護委員の候補者の推薦につき意
見を求めること　　土岐市選挙管理委員及び補充員の
選挙　　土岐市教育委員会委員の選任同意 
　　　　　　　平成18年度土岐市一般会計決算の認定
　同曽木地区市有林管理特別会計決算の認定　　同下
水道事業特別会計決算の認定　　同交通災害共済特別
会計決算の認定　　同国民健康保険特別会計決算の認
定　　同自動車駐車場事業特別会計決算の認定　　同
老人保健特別会計決算の認定　　同介護保険特別会計
決算の認定　　同農業集落排水事業特別会計決算の認
定　　平成18年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別
会計決算の認定　　同障害者自立支援認定審査会特別
会計決算の認定 
　　　　　　　土岐市議会委員会条例の一部改正
　道路特定財源制度の維持と関係諸税の暫定税率の延
長に関する意見書の提出　　混合型血管奇形の難病指
定を求める意見書の提出　　原爆症認定制度に関する
意見書の提出 
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師
 

各
若
干
名
（
市
立
総
合
病
院
ま

た
は
老
人
保
健
施
設
や
す
ら
ぎ
に

勤
務
）
 

  
採
用
予
定
日
に
満
45
歳
以
下
の

方
で
、
資
格
所
有
者
 

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
各
号

（
成
年
被
後
見
人
な
ど
）
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
は
受
験
で
き

ま
せ
ん
。
 

（3）
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の
日
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、
場
所
、
方
法
お

よ
び
採
用
決
定
 

随
時
、
市
立
総
合
病
院
で
面
接

試
験
（
人
物
、
常
識
的
知
識
お
よ

び
専
門
知
識
に
つ
い
て
の
口
述
試

験
）
、
作
文
試
験
お
よ
び
健
康
診

断
を
実
施
し
、
採
用
を
決
定
し
ま

す
（
土
・
日
曜
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、
祝
日
お
よ
び

年
末
年
始
を
除
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午
前
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時
か
ら

午
後
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大
学
卒
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0
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▽
短
大
3
卒
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万
3
9
0
0
円
 

■
准
看
護
師
 

▽
准
看
護
師
養
成
所
卒
＝
15
万
９

千
円
 

※
原
則
と
し
て
、
毎
年
1
回
定
期

に
昇
給
し
ま
す
。
こ
の
数
字
は
現

行
の
額
で
あ
り
、
国
な
ど
の
改
正

に
準
じ
改
正
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

経
験
が
あ
る
場
合
は
、
経
験
年
数

が
換
算
さ
れ
ま
す
。
 

  受
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申
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（
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合
病
院

総
務
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で
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・
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お
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び
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末
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を
除
く
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（2）
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験
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